
議案
　条例改正 6 本
　補正予算 1 本
　その他議案 14 本
報告
　専決処分 1 本
　継続費の逓次繰越し 2 本
　繰越明許費の繰越し 1 本
　予算の繰越し 2 本
　経営状況の報告 3 本
同意 1 本
諮問 1 本

合　計　 32 本

【初日－３１本】

条例の改正について
　安城市税条例の一部改正
　安城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正
　安城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
　安城市国民健康保険税条例の一部改正
　安城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例及び安城市せん定枝リサイクルプラントの設置
及び管理に関する条例の一部改正
  安城市環境基本条例及び安城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正

令和７年度補正予算について
　一般会計

その他議案について
　工事請負契約の締結について
　　高棚こども園中規模及び保全改修主体工事
　　志貴保育園中規模及び保全改修主体工事
　　ソフトボール場Ａ球場観客席及び屋根改修主体工事
　　安城南中学校屋内運動場及び武道場空調設備設置工事
　　安城北中学校屋内運動場及び武道場空調設備設置工事
　　明祥中学校屋内運動場及び武道場空調設備設置工事
　　篠目中学校屋内運動場及び武道場空調設備設置工事
　　安祥中学校屋内運動場及び武道場空調設備設置工事
　財産の取得について
　　小学校及び中学校の教育用コンピュータ機器の更新
　損害賠償の額の決定及び和解について
　損害賠償の額の決定及び和解について
　市道路線の廃止について
　市道路線の認定について
　安城市平和都市宣言について

報告
　専決処分について
　　業務に係る事故による損害賠償の額の決定及び和解
　継続費の逓次繰越しについて
　　一般会計
　　企業会計（１会計）
　繰越明許費の繰越しについて
　　一般会計
　予算の繰越しについて
　　企業会計（２会計）　
　経営状況の報告について
　　安城市土地開発公社
　　公益財団法人安城都市農業振興協会
　　公益財団法人安城市学校給食協会

同意
　公平委員会委員の選任について

【最終日－１本】

諮問
　人権擁護委員の推薦について

令和７年第２回安城市議会定例会提出議案
令和7年5月22日



－１－ 

令和７年第２回安城市議会定例会付議案件 

７．５．２２ 
 

仮番 内                容 
 

１ 議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 安城市税条例の一部を改正する条例の制定について 

摘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 地方税法の改正等に伴うもの 

 

１ 軽自動車税 

  身体障害者等に係る種別割の減免の申請の際に行う運転者の確認のための書類の提示

について、運転免許証のほか特定免許情報が記録された個人番号カードによってもする

ことができるようにする。 

 

２ 個人市民税 

（１）特定親族を有する所得割の納税義務者の総所得金額等から特定親族特別控除額を控

除するものとし、及び特定親族特別控除額に係る個人市民税の申告に係る規定の整備

をする。 

  ※特定親族とは、所得割の納税義務者が生計を一にする１９歳以上２３歳未満の親族

等（前年の合計所得金額が１２３万円以下である等の要件を満たす者に限る。）で

控除対象扶養親族に該当しないもののこと 

  ※特定親族特別控除額とは、納税義務者が特定親族を有する場合に、当該特定親族の

前年の合計所得金額に応じて控除される控除額のこと 

（２）公益信託制度の見直し等に伴い、寄附金税額控除に係る規定の整備をする。 

 

３ 市たばこ税 

  令和８年４月１日以後に売渡し等が行われた加熱式たばこの課税標準について、当分

の間、重量のみに応じて紙巻たばこの本数に換算した本数とする。 

 ※経過措置として、令和８年９月３０日までは現行の換算方法と併用して換算する方法

とする。 

 

４ 公示送達 

  公示送達を公示事項が記載された書面の市役所掲示場への掲示のほか、公示事項を市

役所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置

く措置によってもすることができるようにするとともに、公示事項をインターネットを

利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置により行う

ものとする。 

 

（施行日） 

  １ 公布の日 

  ２（１） 令和８年１月１日 

  ２（２） 公益信託に関する法律の施行の日の属する年の翌年の１月１日 

  ３ 令和８年４月１日 

  ４ 地方税法等の一部を改正する法律附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日 

 



－２－ 

仮番 内                容 

 

２ 議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 安城市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

摘 

 

 

 

 

 

要 

 地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴うもの 

 

１ 部分休業について、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年ごとに、１日につき

２時間を超えない範囲内又は１年につき１０日分（令和７年１０月１日から令和８年３

月３１日までの期間については、５日分）の勤務時間を超えない範囲内のいずれかで請

求をすることを選択できるようにする。 

 ※部分休業とは、一定の年齢以下の子を養育するために、任命権者の承認を受け勤務し

ないこと 

 ※現行の部分休業は、１日につき２時間を超えない範囲内で、勤務時間の始め又は終わ

りに限り請求することが可能 

 

２ 部分休業の請求に当たっては、あらかじめ任命権者にいずれの範囲内で請求するかを

申し出るものとし、及びその申出の内容を変更することができる特別の事情として、配

偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと等を定める。 

 

３ その他部分休業について必要な規定の整備をする。 

 

 （施行日） 

  令和７年１０月１日 

  

   

３ 議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 
安城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

摘 

 

 

 

 

 

要 

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴う

もの 

 

 任命権者は、仕事と育児との両立支援のため、妊娠、出産等の申出をした職員及び３歳

に満たない子を養育する職員に対し、仕事と育児との両立に資する制度等の周知、当該制

度等の請求等の意向の確認等のための措置等をするものとする。 

 

（施行日） 

  令和７年１０月１日 

 



－３－ 

仮番 内                容 

 

４ 議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 安城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

摘 

 

 

 

要 

地方税法施行令の改正に伴うもの 

 

１ 課税限度額の引上げ 

（１）基礎課税額に係る課税限度額を６６万円（現行６５万円）とする。 

（２）後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を２６万円（現行２４万円）とする。 

 

２ 減額措置に係る軽減判定所得の算定方法の変更 

（１）５割減額の対象となる所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を３０万５

，０００円（現行２９万５，０００円）とする。 

（２）２割減額の対象となる所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を５６万円

（現行５４万５，０００円）とする。 

 

（施行日） 

  公布の日 

５ 

 

議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 
安城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例及び安城市せん定枝リサイク

ルプラントの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

摘 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 市の処理施設に搬入する廃棄物等に係る手数料を改定するもの 

 

１ 安城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例を次のように改正する。 

  安城市環境クリーンセンター及び安城市リサイクルプラザに搬入する廃棄物に係る手

数料の改定 

現行 

→ 

改定後 

種別 金額 金額 

家庭系廃棄物（し尿及

び浄化槽汚泥を除く。

） 

１０キログラムまでごと

に５０円。ただし、１回

の搬入量が３０キログラ

ム以下の場合は、無料 

３０キログラムを超える

重量について、１０キロ

グラムまでごとに１００

円 

事業系廃棄物（し尿及

び浄化槽汚泥を除く。

） 

１０キログラムまでごと

に１００円 

１０キログラムまでごと

に２００円 

 

２ 安城市せん定枝リサイクルプラントの設置及び管理に関する条例を次のように改正す

る。 

  安城市せん定枝リサイクルプラントに搬入するせん定枝等に係る手数料の改定 

現行  改定後 

区分 金額 

→ 

金額 

市民が一般家庭から搬

入するせん定枝等 

１０キログラムまでごと

に５０円。ただし、１回

の搬入量が３０キログラ

ム以下の場合は、無料 

３０キログラムを超える

重量について、１０キロ

グラムまでごとに６０円 

上記以外のせん定枝等 １０キログラムまでごと

に６０円 

１０キログラムまでごと

に１２０円 

 

 （施行日） 

  令和８年４月１日 



－４－ 

仮番 内                容 

 

６ 議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 
安城市環境基本条例及び安城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

摘 

 

 

 

 

 

要 

 一般廃棄物の減量及び適正処理に関する事項の調査審議を安城市環境審議会の担任事務

とし、及び当該事項の調査審議を担任事務とする安城市ごみ減量推進委員会を廃止するこ

とに伴うもの 

 

１ 安城市環境基本条例を次のように改正する。 

一般廃棄物の減量及び適正処理に関する事項の調査審議を安城市環境審議会の担任事

務に加える。 

 

２ 安城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例を次のように改正する。 

  一般廃棄物の減量及び適正処理に関する事項の調査審議を担任事務とする安城市ごみ

減量推進委員会を廃止する。 

 

 （施行日） 

  令和７年１０月２０日 

 

７ 

 

議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 令和７年度安城市一般会計補正予算（第２号）について 

摘 

 

 

 

 

 

要 

 

                             資料別添   



－５－ 

仮番 内                容 

 

８ 議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 工事請負契約の締結について 

摘 

 

 

 

 

 

要 

高棚こども園中規模及び保全改修主体工事 

 

 場    所  安城市高棚町地内 

概    要  構造  鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）２階建 

        内容  内部改修    トイレ 保育室 遊戯室ほか 

            外部保全改修  建具 外壁 屋根 

    外構改修    駐車場 テラス 門扉 

    渡り廊下改修 

    屋外階段改修   

 契 約の方法  条件付一般競争入札 

  工    期  令和８年３月１８日まで 

  予 定 価 格  １９０，４１０，０００円（消費税相当額を含む。）  

 

※開 札 日  令和７年５月２３日 

※落札者決定日  令和７年５月２３日 

 

９ 

 

議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 工事請負契約の締結について 

摘 

 

 

 

 

 

要 

志貴保育園中規模及び保全改修主体工事 

 

 場    所  安城市尾崎町地内 

概    要  構造  鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）２階建 

        内容  内部改修    トイレ 遊戯室 保育室ほか 

            外部保全改修  建具 外壁 屋根 

    外構改修    テラス 駐車場 門扉 

    屋上改修  

    屋外階段改修   

 契 約の方法  条件付一般競争入札 

  工    期  令和８年３月１８日まで 

  予 定 価 格  １７８，６４０，０００円（消費税相当額を含む。）  

 

※開 札 日  令和７年５月２３日 

※落札者決定日  令和７年５月２３日 

 



－６－ 

仮番 内                容 

 

10 議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 工事請負契約の締結について 

摘 

 

 

 

 

 

要 

ソフトボール場Ａ球場観客席及び屋根改修主体工事 

 

 場    所  安城市新田町地内 

概    要  構造  鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 

        内容  観客席改修       外野スタンド（増築） バック

ネットほか 

            内野スタンド屋根設置 

            外構改修     

 契 約の方法  条件付一般競争入札 

  工    期  令和８年３月１８日まで 

  予 定 価 格  ４４３，３００，０００円（消費税相当額を含む。）  

 

※開 札 日  令和７年５月２３日 

※落札者決定日  令和７年５月２３日 

 

11 

 

議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 工事請負契約の締結について 

摘 

 

 

 

 

 

要 

安城南中学校屋内運動場及び武道場空調設備設置工事 

 

 場    所  安城市城南町地内 

概    要  空調機器設備 架台 配管設備 ガス設備 電灯・コンセント設備

ほか 

 契 約 金 額  １３６，７７８，４００円 

 契約の相手方  安城市今本町八丁目９番地１２ 

         三神設備株式会社 

          代表取締役 神 谷 順 二 

 契 約の方法  総合評価方式による条件付一般競争入札 

  工    期  令和８年２月１３日まで 

  予 定 価 格  １５５，４３０，０００円（消費税相当額を含む。）  

入 札 状 況                       （落札率 88.0％） 

入札者 評価点 入札金額(円) 評価値 摘要 

三神設備㈱ 115.5 124,344,000 0.92887   落 札 

㈱三幸 108.5 120,000,000 0.89085  

三水工業㈱ 110.0 130,000,000 0.84615  

㈲岡田設備 105.0 138,470,000 0.75829  
 



－７－ 

仮番 内                容 

 

12 議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 工事請負契約の締結について 

摘 

 

 

 

 

 

要 

安城北中学校屋内運動場及び武道場空調設備設置工事 

 

 場    所  安城市新田町地内 

概    要  空調機器設備 配管設備 架台 電灯・コンセント設備 ガス設備

ほか 

 契 約 金 額  １２９，６９０，０００円 

 契約の相手方  安城市高木町下屋敷２番地 

         株式会社三幸 

          代表取締役 酒 井 義 秋 

 契 約の方法  総合評価方式による条件付一般競争入札 

  工    期  令和８年２月１３日まで 

  予 定 価 格  １５４，４４０，０００円（消費税相当額を含む。）  

入 札 状 況                       （落札率 83.9％） 

入札者 評価点 入札金額(円) 評価値 摘要 

㈱三幸 108.5 117,900,000 0.89346  落 札 

三水工業㈱ 110.0 128,000,000 0.85938  

㈲岡田設備 105.0 137,590,000 0.76314  

三神設備㈱ ― ― ―  無 効 
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議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 工事請負契約の締結について 

摘 

 

 

 

 

 

要 

明祥中学校屋内運動場及び武道場空調設備設置工事 

 

 場    所  安城市東端町地内 

概    要  空調機器設備 架台 配管設備 ガス設備 電灯・コンセント設備

ほか 

 契 約 金 額  １３８，３８０，０００円 

 契約の相手方  安城市高木町下屋敷２番地 

         株式会社三幸 

          代表取締役 酒 井 義 秋 

 契 約の方法  総合評価方式による条件付一般競争入札 

  工    期  令和８年２月１３日まで 

  予 定 価 格  １５３，７８０，０００円（消費税相当額を含む。）  

入 札 状 況                       （落札率 89.9％） 

入札者 評価点 入札金額(円) 評価値 摘要 

㈱三幸 108.5 125,800,000 0.86248  落 札 

三水工業㈱ 109.0 132,000,000 0.82576  

泉建設工業㈱ 105.5 132,800,000 0.79443  

三神設備㈱ ― ― ―  無 効 
 



－８－ 

仮番 内                容 

 

14 議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 工事請負契約の締結について 

摘 

 

 

 

 

 

要 

篠目中学校屋内運動場及び武道場空調設備設置工事 

 

 場    所  安城市篠目町地内 

概    要  空調機器設備 架台 配管設備 ガス設備 電灯・コンセント設備

ほか 

 契 約 金 額  １３３，９７１，２００円 

 契約の相手方  安城市今本町八丁目９番地１２ 

         三神設備株式会社 

          代表取締役 神 谷 順 二 

 契 約の方法  総合評価方式による条件付一般競争入札 

  工    期  令和８年２月１３日まで 

  予 定 価 格  １５２，２４０，０００円（消費税相当額を含む。）  

入 札 状 況                       （落札率 88.0％） 

入札者 評価点 入札金額(円) 評価値 摘要 

三神設備㈱ 116.5 121,792,000 0.95655 落 札 

三水工業㈱ 110.0 125,000,000 0.88000  

㈲岡田設備 108.0 131,480,000 0.82142  

     
 

15 

 

議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 工事請負契約の締結について 

摘 

 

 

 

 

 

要 

安祥中学校屋内運動場及び武道場空調設備設置工事 

 

 場    所  安城市安城町地内 

概    要  空調機器設備 架台 配管設備 ガス設備 電灯・コンセント設備

ほか 

 契 約 金 額  １３３，６５０，０００円 

 契約の相手方  安城市安城町拝木３１番地３ 

         有限会社岡田設備 

          代表取締役 岡 田 英 彦 

 契 約の方法  総合評価方式による条件付一般競争入札 

  工    期  令和８年２月１３日まで 

  予 定 価 格  １５１，４７０，０００円（消費税相当額を含む。）  

入 札 状 況                       （落札率 88.2％） 

入札者 評価点 入札金額(円) 評価値 摘要 

㈲岡田設備 108.0 121,500,000 0.88889 落 札 

三水工業㈱ 110.0 126,000,000 0.87302  

三神設備㈱ ― ― ― 無 効 

     
 



－９－ 

仮番 内                容 

 

16 議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 財産の取得について 

摘 

 

 

 

要 

 小学校及び中学校の教育用コンピュータ機器の更新 

 

  種 類  タブレット型パソコン その他機器 

数 量  タブレット型パソコン１９，３５１台 その他機器一式 

  契 約 金 額  １，２６５，３５２，２１４円 

  契約の相手方  名古屋市中区大須四丁目９番６０号 

愛知県ＧＩＧＡスクール共同事業体 

 代表者 西日本電信電話株式会社東海支店 

            執行役員東海支店長 児 玉 美奈子 

  契 約の方法  随意 

  履 行 期 間  令和８年２月２７日まで 

 

17 

 

議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 損害賠償の額の決定及び和解について 

摘 

 

 

 

要 

交通事故による損害賠償の額の決定及び和解 

 

１ 損害賠償額     ６６２，３９８円 

２ 事 故 内 容 

（１）発生日時      令和７年４月１４日 午前１１時５５分頃 

（２）発生場所      安城市御幸本町地内 

（３）経  過      上記地内の安城駅南口のロータリーにおいて、停車していた

公用車が発進したところ、前方に停車中の相手方車両に接触し

たもの 

３ 相手方の損害の程度 車体右後部の損傷 

４ 過 失 割 合     安城市１００％ 相手方０％ 

 

18 

 

議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 損害賠償の額の決定及び和解について 

摘 

 

 

 

要 

交通事故による損害賠償の額の決定及び和解 

 

１ 損害賠償額     ５２９，００９円 

２ 事 故 内 容 

（１）発生日時      令和７年２月１９日 午前９時５５分頃 

（２）発生場所      安城市相生町地内 

（３）経  過      上記地内の市道において、公用車が信号機のない交差点を通

過しようとしたところ、交差する優先道路を走行中の相手方車

両と衝突したもの 

３ 相手方の損害の程度 車体左前部の損傷 

４ 過 失 割 合     安城市９０％ 相手方１０％ 

 



－１０－ 

仮番 内                容 

 

19 議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 市道路線の廃止について 

摘 

 

 

 

要 

 開発行為に伴うもの 

 

 廃止  ６路線  

 

20 

 

議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 市道路線の認定について 

摘 

 

 

 

要 

 開発行為に伴うもの 

 

 認定  １１路線  

 

   廃止及び認定後の市道  4,021 路線 

21 

 

議 案 番 号 第  号議案 

議 案 名 安城市平和都市宣言について 

摘 

 

 

 

要 

戦後８０年に合わせて平和都市を宣言することにより、市民の平和意識の醸成を図ると

ともに、平和の尊さを次の世代に伝えていくもの 

 

 都市宣言の採択 



－１１－ 

仮番 内                容 

 

22 議 案 番 号 報告第  号 

議 案 名 専決処分について 

摘 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 業務に係る事故による損害賠償の額の決定及び和解 

 

１ 令和６年１０月９日発生の事故 

（１）損害賠償額     ３６，７１２円 

（２）事 故 内 容 

ア 発生時刻      午前１１時４５分頃 

イ 発生場所      安城市今本町地内 

  ウ 経  過      上記地内のあけぼの保育園において、職員が保育室内に設

置された棚から自己のリュックサックを取り出したところ、

当該リュックサックの側面のポケットに差し込んでいた水筒

が落下し、午睡中の相手方に当たったもの 

（３）相手方の損害の程度 側頭部の打撲 

（４）過 失 割 合     安城市１００％ 相手方０％ 

（５）専決年月日     令和７年５月１３日 

 

２ 令和７年３月３日発生の事故 

（１）損害賠償額     ３６４，６６１円 

（２）事 故 内 容 

ア 発生時刻      午後０時５５分頃 

イ 発生場所      安城市和泉町地内 

ウ 経  過      上記地内の和泉保育園において、職員が搬入口付近に固定

せずに置いた給食用のコンテナ車が転倒し、物品の納品のた

め当該搬入口前に駐車していた相手方車両に当たったもの 

（３）相手方の損害の程度 車体後部の損傷 

（４）過 失 割 合     安城市１００％ 相手方０％ 

（５）専決年月日     令和７年５月１６日 

 

23 

 

議 案 番 号 報告第  号 

議 案 名 継続費の逓次繰越しについて 

摘 

 

 

 

要 

 一般会計                               単位 円 

区 分 （ 款 ・ 項 ） 

事 業 名 

継 続 費 総 額 

各 年 度 予 算 額 

令和６年度 

支 出 済 額 

翌 年 度 

逓次繰越額 

50 教育費  

30 保健体育費 

中部調理場空調設備改修事業 

112,000,000 

R6      44,800,000 

R7      67,200,000 

0 44,800,000 

 



－１２－ 

仮番 内                容 

 

24 議 案 番 号 報告第  号 

議 案 名 繰越明許費の繰越しについて 

摘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

一般会計                               単位 円 

区 分 （ 款 ・ 項 ） 

事 業 名 
限  度  額 翌年度繰越額 

10 総務費    ５ 総務管理費 

住基ネットシステム機器更新事業 
28,000,000 28,000,000 

10 総務費    ５ 総務管理費 

交通安全教育推進事業 
550,000 550,000 

15 民生費    ５ 社会福祉費 

物価高騰対応重点支援給付金支給事務 
474,000,000 198,000,000 

15 民生費    ５ 社会福祉費 

作野福祉センター改修事業 
57,000,000 57,000,000 

20 衛生費    ５ 保健衛生費 

総合斎苑施設管理事業 
256,000,000 256,000,000 

20 衛生費    10 環境費 

リサイクルプラザ施設管理事業 
78,000,000 55,000,000 

40 土木費    10 道路橋りょう費 

道路施設管理事業 
298,200,000 219,000,000 

40 土木費    10 道路橋りょう費 

道路新設改良事業 
604,000,000 568,540,000 

40 土木費    10 道路橋りょう費 

交差点改良事業 
105,531,000 101,559,000 

40 土木費    10 道路橋りょう費 

橋りょう新設改良事業 
291,286,000 207,626,000 

40 土木費    15 河川費 

河川維持管理事業 
145,300,000 135,484,000 

40 土木費    15 河川費 

河川新設改良事業 
64,000,000 64,000,000 

40 土木費    20 都市計画費 

社会資本整備促進事業 
86,000,000 86,000,000 

40 土木費    20 都市計画費 

まちづくり推進事業 
59,000,000 50,968,000 

40 土木費    20 都市計画費 

堀内公園管理事業 
51,000,000 4,482,000 

40 土木費    20 都市計画費 

南明治第一土地区画整理事業 
163,000,000 163,000,000 

50 教育費    ５ 教育総務費 

教育センター施設管理事業 
34,300,000 34,300,000 

50 教育費    10 小学校費 

小学校施設改修事業 
7,000,000 7,000,000 

50 教育費    15 中学校費 

中学校施設改修事業 
9,000,000 9,000,000 

50 教育費    25 社会教育費 

史跡整備事業 
48,000,000 48,000,000 

50 教育費    25 社会教育費 

丈山苑施設管理事業 
30,100,000 29,458,000 

50 教育費    30 保健体育費 

スポーツセンター施設管理事業 
58,000,000 31,152,000 

 



－１３－ 

仮番 内                容 

 

25 議 案 番 号 報告第  号 

議 案 名 予算の繰越しについて 

摘 

 

 

 

要 

 水道事業会計                             単位 円 

区 分 （ 款 ・ 項 ） 

事 業 名 
予算計上額 

支 払 義 務 

発 生 額 
翌年度繰越額 

４ 資本的支出   10 建設改良費 

配水設備増補改良事業 
167,000,000 0 167,000,000 

４ 資本的支出   10 建設改良費 

取水浄水設備増補改良事業 
24,000,000 0 24,000,000 

 

  

26 

 

議 案 番 号 報告第  号 

議 案 名 予算の繰越しについて 

摘 

 

 

 

要 

  下水道事業会計                            単位 円 

区 分 （ 款 ・ 項 ） 

事 業 名 
予算計上額 

支 払 義 務 

発 生 額 
翌年度繰越額 

４ 資本的支出   10 建設改良費 

管渠整備事業 
11,680,000 0 11,680,000 

４ 資本的支出   10 建設改良費 

ポンプ場整備事業 
1,540,000 0 1,540,000 

 

27 

 

議 案 番 号 報告第  号 

議 案 名 継続費の逓次繰越しについて 

摘 

 

 

 

要 

  水道事業会計                             単位 円 

区 分 （ 款 ・ 項 ） 

事 業 名 

継 続 費 総 額 

各 年 度 予 算 額 

令和６年度 

支 出 済 額 

翌 年 度 

逓次繰越額 

４ 資本的支出  

10 建設改良費 

北部浄水場第 18、19 取水井

導水管等整備事業 

124,300,000 

R6      49,800,000 

R7      74,500,000 

0 49,800,000 

 



－１４－ 

仮番 内                容 

 

28 議 案 番 号 報告第  号 

議 案 名 安城市土地開発公社の経営状況の報告について 

摘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

１ 令和６年度事業報告及び決算 

 

［事業報告］ 

取得      1,667.99 ㎡  市道新明東栄線他道路用地取得事業用地 

         63,483,231 円  市道安城横山線道路用地取得事業用地 

  ※用地費のほか 

   関連する経費 

     を含む。   

 

処分          0 ㎡  

                  0 円  

 

［決  算］ 

収益的収入      1,155,547 円    資本的収入          0 円 

収益的支出        338,817 円    資本的支出     63,483,231 円 

 

 

２ 令和７年度事業計画及び予算 

 

［事業計画］ 

取得     13,328.35 ㎡  市道新明東栄線他道路用地取得事業用地 

        1,823,903 千円  市道安城横山線道路用地取得事業用地 

         ※用地費のほか   総合運動公園拡張用地取得事業用地 

           関連する経費   新規公園用地取得事業（横山町地内）用地 

    を含む。   

 

処分       4,198.80 ㎡    市道御幸本町８号線道路用地取得事業用地 

          486,816 千円    市道新明東栄線他道路用地取得事業用地 

                          市道安城横山線道路用地取得事業用地 

 

［予  算］ 

収益的収入      487,351 千円    資本的収入    1,799,165 千円 

収益的支出      489,454 千円    資本的支出    2,095,175 千円 

 



－１５－ 

仮番 内                容 

 

29 議 案 番 号 報告第  号 

議 案 名 公益財団法人安城都市農業振興協会の経営状況の報告について 

摘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

１ 令和６年度事業報告及び決算 

 

［事業報告] 

 デンパーク入園者数 

 令和６年度     489,611 人 

 開園以来   15,268,426 人 

（１）公の施設を活用して、都市と農村との交流の場と機会及び憩いと安らぎの場と機

会を提供するとともに、農業を始めとする産業の振興に寄与するための機会を提供

する事業（公益目的事業） 

ア 都市と農村との交流及び憩いと安らぎの場の提供事業 

イ 都市と農村との交流の機会の提供事業 

ウ 憩いと安らぎの機会の提供事業 

エ 農業を始めとする産業の振興に寄与するための機会の提供事業 

（２）地域の環境、特性に合う植物の育成研究及び品種改良に関する事業（公益目的事

業） 

ア 地域の環境・特性に合う新品種導入に関する研究 

イ 地域の環境・特性に合う植物の改良・保存 

ウ 希少品種及びオリジナル品種の育成・研究 

エ 特定植物保全拠点園としての植物収集・保全 

（３）物品販売に関する事業（収益事業） 

ア 直営店舗での販売事業   

イ 販売委託事業 

（４）経営を支える人材育成と業務改革（運営管理） 

  ア 経営を支える人材育成 

  イ 業務改革 

 

［決  算] 

経常収益  812,753,712 円    経常外収益     0 円 

経常費用  835,013,436 円    経常外費用  21,825 円 

      当期一般正味財産減少額  22,281,549 円 

 

 

２ 令和７年度事業計画及び予算 

 

［事業計画] 

（１）公の施設を活用して、都市と農村との交流の場と機会及び憩いと安らぎの場と機

会を提供するとともに、農業を始めとする産業の振興に寄与するための機会を提供

する事業（公益目的事業） 

（２）地域の環境、特性に合う植物の育成研究及び品種改良に関する事業（公益目的事

業） 

（３）物品販売に関する事業（収益事業） 

（４）経営を支える人材育成と業務改革（運営管理） 

 

［予  算]  

経常収益  861,600 千円     

  経常費用  861,600 千円     



－１６－ 

仮番 内                容 

 

30 議 案 番 号 報告第  号 

議 案 名 公益財団法人安城市学校給食協会の経営状況の報告について 

摘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

１ 令和６年度事業報告及び決算 

 

［事業報告] 

（１）食育に関する普及啓発及び給食を機会とした食育推進事業 

ア 食育の普及啓発事業 

イ 学校教育に関する思い出の作文、絵画・ポスター及びメッセージの募集事業 

ウ 親子給食調理教室開催事業 

エ 調理場施設見学・試食会の受入れ事業 

オ 地元食材の啓発事業 

（２）学校給食の調理等に関する事業 

   ア 物資購入事業 

市内５７校園の児童、生徒、園児等に対する給食の提供に必要な給食用主食及

び副食物資を 1,222,985,354 円で購入した。 

イ 給食調理事業 

北部、中部及び南部学校給食共同調理場において年間 4,145,829 食分の副食を

調理提供した。 

（３）公共施設の管理運営事業 

（４）その他協会の目的を達成するために必要な事業 

     

［決  算] 

経常収益  2,463,734,769 円    経常外収益  0 円 

経常費用  2,463,734,769 円    経常外費用  0 円 

      当期一般正味財産増減額  0 円 

 

 

２ 令和７年度事業計画及び予算 

 

［事業計画] 

（１）食育に関する普及啓発及び給食を機会とした食育推進事業 

（２）学校給食の調理等に関する事業 

（３）公共施設の管理運営事業 

（４）その他協会の目的を達成するために必要な事業 

 

［予  算]  

経常収益  2,724,844 千円     

経常費用  2,724,844 千円     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



－１７－ 

仮番 内                容 

 

31 議 案 番 号 同意第  号 

議 案 名 公平委員会委員の選任について 

摘 

 

 

 

 

 

要 

委員 加藤康彦及び米田暢児の任期満了（令和７年６月１９日）に伴う後任の選任 

 

公平委員会委員 

 任期  ４年 

 定数  ３人 

 要件  人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があ

り、かつ、人事行政に関し識見を有する者 

 

32 

 

議 案 番 号 諮問第  号 

議 案 名 人権擁護委員の推薦について 

摘 

 

 

 

 

 

要 

 委員 岩間純子及び九十九洋一の任期満了（令和７年９月３０日）に伴う後任の推薦 

 

人権擁護委員 

 任期  ３年 

 委員数 ８人 

 要件  安城市議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情

に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に

携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接

に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員 
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